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令和４年度 第２回草津市総合教育会議 次第 

 

日時 令和５年３月２７日（月）１０:００～ 

場所 市役所８階 大会議室         

 

１ 開会 

 

 

 

 

 

２ 議題 

（１）草津市の幼保小接続の取組について 

    ～子どもの生きる力を育む幼保小接続～ 

    

 

 

 

（２）近江湖南のサンヤレ踊りのユネスコ無形文化遺産登録と今後の継承について 
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学校教育課長 

 

開会 午前１０時００分 

 

定刻となりましたので、ただいまより令和４年度第２回草津

市総合教育会議を開催いたします。 

本日の会議は二部構成となっておりまして、第一部が「草津

市の幼保小接続の取組について」と、第二部が「近江湖南のサ

ンヤレ踊りのユネスコ無形文化遺産登録と今後の継承につい

て」、意見交換をしていきたいと思います。よろしくお願いを

いたします。 

会議の進行については事務局でお願いします。 

 

改めまして皆さまおはようございます。 

教育委員会事務局の増田でございます。ただいま市長から会

議の進行を委任いただきましたので、私が進行させていただき

ます。 

まず本題に入ります前に、昨年９月に開催されました第１回

目の総合教育会議において、「不登校児童生徒支援」と「子ど

もの読書活動推進」について取り上げさせていただきました。

それぞれのテーマについて皆さまに活発な御議論いただき、そ

の結果を踏まえて、不登校児童生徒支援費として、校内登校支

援室の加配教員の配置や、適応指導教室の分室設置といった支

援の充実を図るための予算を、令和５年度当初予算に提案をさ

せていただきました。 

また子ども読書活動の推進については、読書のまち推進費と

して、記念イベントの開催や図書館の魅力向上事業、子どもの

読書活動啓発事業としての読書ポイント事業や移動図書館の

学校巡回、学校図書館の充実としてのための予算を提案させて

いただきましたが、それぞれ議会の承認をいただき、令和５年

度より事業をスタートすることになりましたのでこの場で御

報告をさせていただきます。 

それでは早速でございますけれども、一つ目の議題、「草津

市の幼保小接続の取組について～子どもの生きる力を育む幼

保小接続～」に入らせていただきます。 

まず、担当課であります学校教育課、幼児課から説明をお願

いいたします。 

 

学校教育課の上原でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは一つ目のテーマであります「草津市の幼保小接続の

取組について」御説明いたします。 

本日は、次のような１から６の順で御説明いたします。 

一つ目は「幼保小の接続とは」、二つ目「国の取り組み事例」、

三つ目「草津市の取組」、四つ目「成果」、五つ目「課題」、そ

して「今後について」です。 

まず初めに、幼保小の接続の目的についてです。 

幼保小の接続とは、子どもたちが幼児教育で身につけたこと

を十分に生かしながら、小学校以降の教科等の学びにつなぎ、

子どもたちの資質能力を伸ばしていくことです。御覧いただい

ていますこのイメージ図のように、小学校一年生をゼロスター

トと考えますと、幼児期の成長が小学校へと引き継がれず、子

どもたちの小学校での成長は不十分となってしまいます。しか

しながら、幼児教育と小学校教育の円滑な接続が実現します

と、御覧のように、幼児期で培ったものが十分に引き継がれ生

かされることによって、子どもたちは小学校でより成長できる

ようになります。このような十分な引き継ぎには幼稚園教育側

の今の学びがどのように育てていくか、という見通しと、小学

校側の幼児期の学びを今の学びにどう生かしていけるかとい

う認識が必要です。 

続きまして、国の取組事例の紹介に移ります。 

国では、持続可能な社会の作り手の育成に向けた幼児教育と

接続期の教育の質を保障する「幼児教育スタートプラン」を策

定されました。その中で、幼児期から児童期の発達を見通しつ

つ、５歳児と小学校一年生の２年間を梯期として一体的にとら

え、地域の幼児教育と小学校教育の関係者が連携してカリキュ

ラム、教育方法の充実改善を行うことを推進しています。この

スタートプランでは、幼保小のかけ橋プログラムに関する調査

研究事業が実施されており、令和４年度から全国１９団体がモ

デル地域として指定され、調査研究が進められています。滋賀

県もこの指定を受けており、モデル地域として、彦根市の城東

小学校区が取組を進めております。城東小学校区では、研究体

制として城東小学校に連携加配教員とコーディネーターが配

置され、互いの教育をつなぐ役割を担っています。１年目の今

年度は、互いの事業や保育を参観し合い、職員同士の話し合い

を重ね、カリキュラムの開発に取り組まれました。そして、保

育者、指導者が取組や課題などを気軽に話し合える繋がりをつ

くることが、接続を進めるポイントであることを報告されまし
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た。２年目以降は、教育方法の充実・改善を目指した取組につ

なげていかれます。このように幼保小の接続に関しましては国

や県の取組としても重視され、現在進められているところで

す。 

次に、これまでの草津市の取組について説明いたします。 

取組の１つ目としまして、接続期カリキュラムの策定と実践

です。本市では平成２８年度に接続期カリキュラムを策定しま

した。このカリキュラムは５歳児のアプローチカリキュラム

と、小学校一年生のスタートカリキュラムで構成されていま

す。この接続カリキュラムに基づく就学前施設の実践を子ども

未来部前田より御説明いたします。 

 

それでは、初めに、アプローチカリキュラムでの保育実践を

御紹介いたします。 

アプローチカリキュラムでは、生きる力の基礎を培うため

に、育みたい３つの力、学びに向かう力、人と関わる力、生活

する力に基づいた保育実践を行いました。 

また、特に日々の保育実践においては、主体的対話的で深い

学びが生まれるよう、保育環境を工夫してきました。幼児にと

って自然との出会いは学びの扉が開かれる大切な体験です。虫

や草花などの自然に出会い、驚いたり感動したりしながら、学

びに向かう力が育まれます。 

これは笠縫東こども園の５歳児の様子です。子どもたちは蝶

の観察に夢中になっています。羽化を迎えた蝶の変化を観察

し、子どもたちは互いに気づいたことや感じたことを伝え合っ

ています。サナギの虫箱に赤いものがついている。テラスにも

同じような赤い跡があります。これは何だろうと疑問に思った

子どもたちは先生を誘って図鑑で調べることにしました。調べ

ると絵具のような跡は、サナギが幼虫時代に体の中に蓄えてい

た羽を伸ばすための体液が余ったものであることがわかりま

した。赤いのはサナギの中から出てきたんだ、と驚く子どもた

ち。分かった喜び、知った嬉しさで子どもたちの顔は自信に溢

れていました。興味・関心が高まる遊びや生活の保障が子ども

の主体性や学びに向かう力を促しました。 

これは民間のこども園でプロジェクト型保育を実践されて

いる様子です。この月のテーマは色・形です。色や形に興味関

心が湧くよう保育環境が構成されています。これがきっかけと

なって、子どもたちは道路標識に関心を持ち始め、標識のコレ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クションやお散歩マップを作って楽しみました。 

また、食育の観点から全国の郷土料理を紹介したり、給食に

出したりしています。このことがきっかけとなり、自分たちも

お弁当屋さんをやりたいという願いが生まれました。保育者は

子どもがイメージしたものを保育ウェブにし、子どもたちは友

達と相談しながら、お弁当屋さんごっこを楽しみました。 

近年外国にルーツを持つ子どもたちが増えています。そのよ

うな子どもたちが多い玉川こども園では、園児の母国の国旗や

食べ物等を紹介するコーナーを設け、子どもたちが違う文化に

親しみを持って関われるように環境を工夫しています。 

また、読書環境を整えることにも積極的に取り組んでおり、

絵本コーナーの設置や親子絵本貸し出しなどいろいろな取組

を行っています。このような取組は小学校以降の学習活動や読

書活動に繋がっていると考えています。 

また、保育施設においては、片付けの時間も大切にしていま

す。育てたい力は自分の生活する場を自分で整えていくという

力です。綺麗になって気持ちいい。みんなの部屋だから大切に

しようという気持ちが育ちます。 

また、年齢に合わせて当番活動も行っており、自分に任され

た仕事を一生懸命する、という姿に育っていきます。 

一方、遊びや生活ではトラブルや問題は頻発しますが、その

都度皆で考えて解決するようにしています。困ったなあ、どう

したらいいかなあと、サークルタイムでみんなと話し合い、自

分たちで考えて約束を決めていきます。クラスのルールは皆の

ためのルールです。 

今年度７月には、体づくり心づくりみんなで健康づくりをテ

ーマに、「幼児の運動遊びプログラム～くさつモデル～」シン

ポジウムを開催しました。幼児期に運動遊びに取り組むこと

は、運動能力の向上だけではなく、脳を活性化して、知的な発

達や社会性等も育まれると言われています。 

矢倉こども園ではチャレンジタイムを設け、子どもたちが楽

しんで体を動かすことのできる環境を構成し、基本的な動きや

多様な動きが身につけられるように工夫しています。 

現在、保育界では保育の可視化ということがよく言われま

す。保育は見えない教育とも言われており、保育者の営みの専

門性や子どもの育ちが見えにくいという課題が見られ、最近で

はドキュメンテーション等を通して保育の可視化を行ってい

ます。どんな意図で保育を行ったか、遊びや生活の中で子ども
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にどんな力が育まれたかなどを幼児期の終わりまでに育みた

い１０の姿をもとに保護者へ情報発信をしています。 

このように、就学前施設では遊びや生活の中で子どもの生き

る力に繋がる資質能力が培われるよう、幼児の発達や特性を踏

まえながら子どもの興味、関心を引き出す環境づくりをおこな

うとともに、それを支える保育者としての専門性を高めるため

の研鑽にも努めています。 

以上が就学前施設の具体的な取組です。 

 

続きまして、小学校でのスタートカリキュラムを生かした教

育実践について紹介いたします。 

小学校では、幼児期の活動を生かした緩やかな接続を心がけ

て、教科学習を進めています。 

例えば算数科の学習では、数に親しむ活動を工夫し、数が書

かれたカードをめくる速度を変えたり、クイズ形式にしたりし

て楽しみながら数を学べるようにしています。 

また、集団生活での決まりやマナーを学ぶときには、御覧の

ように見てわかる図や写真を掲示したり、教師の手本を見せた

りしています。 

また、入学当初のつまずきやすい時期への対応としまして、

３週間チェックシートを活用しています。このシートは、入学

当初から３週間の間、チェックシートで自分の実践を振り返

り、次の週の授業や支援方法の改善につなげるためのもので

す。実際にこのシートを活用した一年生の担任は、「今週は子

どもたちが友達と関わる活動が少なかったので、来週の生活科

の時間に取り入れたいです。」や、「長い時間、教師の話を聞い

ているのは難しそう。途中で手遊びを入れて気分転換を図りた

いです。」と自分の実践を振り返っております。そして、週を

追うごとに就学前の活動を取り入れることや、幼児期の成長生

かすことについての記述が増えました。 

取組の二つ目は、公立の保育施設と小学校で接続研究会を構

成し、研究協力校園での公開授業、公開保育と研究会を開催し

ています。 

今年度は山田小学校と山田こども園の実践を通して学び合

いました。これは山田小学校の生活科、「行くぞ学校探検隊」

の授業と研究会の様子です。生活科の時間に一年生の子どもた

ちが自由に運動場を探検し、「どんなものがあるのかな。」、「ど

うしてかな。」など、心を動かしながら主体的に活動をおこな



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いました。そして、教室に戻り、一人ひとりが見つけたものを

見せ合ったり、話し合ったりして共有をしました。 

次は、山田こども園での公開保育と研究会の様子です。山田

こども園では、自分がチャレンジしたい運動遊びに取り組まし

た。ご覧のように子どもたちは、鉄棒や縄跳び遊びを楽しむ中

で、よりうまくなるために、自分なりに工夫したり、考えたり

する姿や、友達と見せ合いながら、友達の良いところを自分な

りに取り入れたりしている姿が見られました。 

公開授業保育の後は研究会をおこない、気づいたことや学ん

だこと、これからの実践に生かしたいことなどを意見交換しま

した。 

取組の三つ目は、外部講師による合同研修会の開催です。今

年度は鳴門教育大学の木下教授に御講演をいただきました。小

学校と就学前施設の幼小接続担当者が一堂に会し、幼小接続の

必要性や保育教育が繋がり合うことによって、互いの教育内容

や実践が充実していくことについて演習を取り入れながら教

えていただきました。このような取組の成果です。保護者、指

導者が互いの教育を見合い、話し合う機会を設けたことによっ

て、自身の教育、保育実践を振り返り、就学前と小学校の繋が

りを意識した子どもへの関わりや働きかけにしていくことが

必要であるという認識が強まりました。そして、それは子ども

たちの意欲や主体性を支えていくためのものであり、学校、市

を超えた取組が必要であると、より強く意識するようになりま

した。このように、接続に関する保育者、指導者の意識が向上

したことが取組の成果です。 

また、研修会後の参加者アンケートでは、今後期待すること

について、「互いの実践を見合う場や実勢を交流する場をふや

して欲しい」という声。「今回の研修会のように、学区や地域

ごとで結びつきたい」、「接続の取組を広げるために、担任以外

で幼小を繋ぐ役割を担う職員を位置付けて欲しい」といった意

見が見られました。このようなことから、今後の課題を２点に

絞りました。 

１点目です。就学前施設と小学校との結びつきに関して具体

的な接続期の取組として気軽に互いの取組を交流したり、子ど

もの様子を見合ったりする機会が限られており、少ないことで

す。 

２点目です。各校園において接続期の取組の必要性を感じて

取り組んではいるものの、園や学校全体の取組として、より積



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

極的に関わり合い、具体的な指導方法や教育・保育内容の改善、

開発にまでには至っていない現状がある、というこの２点で

す。今後は効果的で実効性のある取組を生み出すことが必要で

あり、国のかけ橋プログラムの取組も見据えていった取組も必

要です。以上のような課題を踏まえ、今後の取組について述べ

ます。 

令和５年度からは新たに、接続を推進する体制づくりを行

い、中学校区での結びつきを強めます。また、これまで行って

きました市主催の研修会を市全体での合同研修会と中学校区

での交流を通した研修会の２つに分け、より充実させていきま

す。この中で、幼児教育と小学校教育の９年間を通して育んで

いくという視点に立ってめざす子どもの姿の共有を図ります。

さらに、外部講師による夏季合同研修会を継続し、保育者、指

導者の資質向上に努めて参ります。 

先ほど述べましためざす子どもの姿については、次に御紹介

する市のイメージ図をご覧ください。これが草津市のめざす子

どもの姿のイメージ図です。幼児期に育まれた学びに向かう

力、人と関わる力、生活する力が小学校教育での確かな学力、

豊かな心、健やかな体へと引き継がれ、生きる力に繋がる資質

能力を伸ばして参ります。 

今後の幼保小接続事業では、このような姿を互いが共通理解

し、それをめざして成長を引き継ぐことや教育を繋げていくこ

とを重視できるようにします。そのための体制づくりについて

紹介いたします。 

現在は、この図のようにあります公立施設で構成される草津

市幼小接続期研究会を組織しています。そして、市全体の中か

ら、１校１園が研究協力校園として公開授業保育を行い、全体

での研究会をおこなったり、幼小合同研修会を開催するなどし

て、草津市の幼小接続の取組を推進しています。 

今後につきましては、先ほどの課題解決に向け、より身近で

大人も子どもも交流のしやすい単位でのまとまりが必要であ

ると考えます。そこで、このように６中学校区ごとにまとまり

を作り、そのまとまりの中で授業や保育の公開、研究会の実施

などをおこなって参ります。この体制を推進するにあたって

は、中学校区の代表校園の担当者と、学校教育課、幼児課の担

当者が定期的に幼保小接続推進代表者会議をおこない、進捗状

況の確認や取組の交流などをおこないます。このような体制の

もと校区ごとの主体的な結びつきと、より円滑な接続をめざし
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ていきたいと考えています。 

以上です。ありがとうございました。 

 

それではただいまの説明を踏まえていただきまして、１０分

程度を質疑応答の時間を設けさせていただいて、その後 ２０

分程度意見交換の時間をとらせていただきたいと思います。 

それではまず、ただいまの説明について御質問があれば御発

言をお願いしたいと思います。 

 

今、説明をしていただいたんですが、草津市の取組としては、

平成２８年に山田こども園、幼稚園等、山田小学校での取組だ

と思うんですけれども、そこで接続期のカリキュラムを策定さ

れたと、アプローチカリキュラムとスタートカリキュラム、こ

ういった取組を先行的にやっていただいてそれの成果も説明

いただいたんですが、このカリキュラム自体について何かまだ

不十分なところ、問題点というものを今何か考えておられるの

か。 

それともう一つは、せっかくこういったカリキュラムがある

ということなんで、今の段階で、もう令和５年になってるんで

すが、市全体にこういったカリキュラムを示して、各こども園、

また幼稚園保育園ということで、公立だけではなく民間にもこ

ういったカリキュラムが示されて取組が進んできているのか。

また、スタートカリキュラムは全部の小学校にこういったもの

が示されて取組が進んできているのか、進んできているとした

らその段階で、さらなる何かカリキュラムについての改善をし

ていかなければならないものということで何か考えておられ

るのか、質問ですけれども、お尋ねしたいと思います。 

 

このカリキュラムにつきましては、民間施設の保育施設の方

にも全部御提供させていただきまして、市でこのような目的を

持って保育を進めていますので、これを活用して民間施設の方

にも取組をお願いしているところでございます。 

それからカリキュラムの不十分な点ということなのですけ

れども、カリキュラムを作成した時は、５歳児の１０月ぐらい

から１年生の 7月ぐらいを大体接続期というふうに定めて進め

て、カリキュラムもそのように作成しているのですけれども、

国では、５歳児の１年間とそれから１年生の１年間ということ

で、この２年間を通してということですので、草津市の方はそ
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こが少し足りないかなということで今後また取組については、

そのあたりを広げて拡大していかないといけないかなという

ふうに考えています。 

 

小学校としましても、やはりカリキュラムはあるものの、し

っかりと継承ができていないというのが課題かなというふう

には思っております。ですのでしっかりスタートカリキュラム

を実施してるんですけれども、それが子どもの姿としてこうい

うふうに変わったというようなところの情報共有、それが課題

の一つかなというふうに思っております。 

 

１４小学校は、このスタートカリキュラムに取り組んでいる

のは取り組んでおられるわけですね。 

 

はい。 

 

成果というか検証というか、どの様に改善しないといけない

のかは把握はできてないと。 

 

はい。 

 

今ね、幼保小接続ということで、そのほかにも次いくと小中

接続であるとか、いろんなことがあると思うんですが、中学校

区っていう話なんですけれども。中学校も入っていただいた方

がいいんじゃないでしょうか。生きる力というところで見てい

くとするならば、就学前から中学校まで入っていただいた方が

いいのではないでしょうか。中学校の問題やっぱり幼児期から

の問題というのも、実際には関わってくる話ですし、逆に言え

ば、幼児期にこんなことを勉強していて、そして中学校でもこ

ういう学びで、９年間と話がありましたが、１２年間の流れと

して繋がっていってもいいのではないかという思いがありま

す。中学校の先生に入っていただくとか、この辺りどういうふ

うにお考えなのか教えていただけますでしょうか。 

 

現段階では、まずは幼小接続をして、ある一定の成果が出て

きましたら、今おっしゃっていただいたように、中学の先生も

入っていただいて、就学前と小学校の９年間と中学での３年

間、１２年間を見通した、そういう教育保育を充実させるため
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にも中学の先生に入っていただくことは、今後考えていきたい

と思っております。 

 

ほか御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

先日、公立のこども園と民間のこども園を訪問致しました。

先生方にお話をお伺いした時に、やはり彦根市の城東小学校で

取り組まれて上がってきたお話と同じで、どの様な保育をして

いるのか、小学校でどのような指導されているのか。こういう

児童にはどのように接しているのか、あとは進学したらその児

童はどうなのかというところを気軽に相談とか共有とかがで

きたらいいなっていうことは、やはりどの先生もおっしゃられ

ていたことなので、案の中で研修会を開かれるということだっ

たので、それをきっかけに交流がどんどんあれば良いと思いま

した。 

民間のこども園を訪問した時に年長クラスの体操の授業と

卒園式の練習を見させていただいたのですが、跳び箱も年長は

６段から１１段位まで各子どもたちが目標をもって取り組ん

でいて、みんなが応援して飛べたら喜んで、飛べなかったら残

念がってと凄く良い光景を見させていただきました。卒園式の

練習をしっかりされていたのですが、それを年中、年小が隣で

見ていられて憧れの眼差しで見ている。これは凄いなと思いま

した。先生がこうしなさいっていうよりは、お兄さんお姉さん

が凄いよねってというところを言ったうえで、私たちもこうし

たいと思ってやるのが良いと思いました。 

先生方の研修会プラス子どもたち同士の授業の見学の機会と

かもあったらいいと思ったんですけれど。この中学校区でそれ

ぞれ研修だったり横の繋がりをということで、まだ案の段階で

はあるとは思うのですが、また先生方の研修会がどれくらいだ

ったりとか、子どもたちの学校同士の関わりがどれくらいを検

討されているのかなというところをお伺いしてもよろしいで

しょうか。 

 

中学校区ごとで年間小学校の公開 1回、中学校で１回という

ことで、年間２回の研究会を予定をしております。 

さらに、市全体での研修会を夏の研修会も含めて合計３回程

度、現在予定をしております。 
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子どもたちが関わるというか、見学する機会とかはあったり

しますか。 

 

子どもたち同士の参観というのは現在予定をしておりませ

んけれども、来年度に小学校・中学校で地域公開日、学習参観

も含めて保護者、地域の方にも参加いただける公開日を予定を

しておりますので、それに合わせて保護者の方、地域の方、先

生方が見ていただくという機会を設けようと思っております。 

子ども同士での参観等については、この事業では予定はして

おりません。 

 

私、幼稚園の園長をさせていただいたときに、小学校との接

続とか連携を考えたときに、直接校長先生と話していろんなこ

とを進めていったんですけど、今後のこういったふうに中学校

区の民間園も含めてこういう取組ができたら、すごいことだと

いうふうに思います。 

一度、高穂中学校区の実践交流会があって、ちょうど私の園

がその公開保育の担当になって、小学校中学校に行くときは校

舎も広いし駐車場も大きいしトイレもいっぱいあるので行き

やすいんですけど、そのすべての公立だけですけど、中学校、

小学校、それから他のこども園から来てもらうときには、駐車

場もないし、園庭も狭いし、大人のトイレも２、３個しかない

し、これどうやってするんだろうという課題があったんですけ

ど、隣の小学校の校長先生と相談していろいろ協力してもらっ

て、トイレはできるだけ済ましてきて下さいとか、事前に案内

をして５０人、６０人たくさんのお客様を小さな園で迎えたん

ですけど、その公開保育をやってよかったなと思うのは、中学

校の先生も小学校の先生も、子どもたちがこんなことがもう出

来るんだとか、こういう思いを保育者は持ってこういうことを

したんだなとか、そういうふうなことをすごく気づいてくださ

ったんですね。先ほど、保育は見えない教育というふうなこと

を言われましたけど、実際に遊ばす中で、保育はいろんなねら

いを持ってやっているっていうのが、公開保育をすることによ

って、小学校の先生とか中学校の先生とかに知っていただける

しその中で、幼児期にこういうふうなことが小学校、中学校と

どういうふうに繋がるのかを見据えて御意見もいただいてき

たので、まだその時には民間園はまだ一緒になってなかったの

で、本当にこういうふうなことができたら課題はいっぱいある
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と思うんですけれども、やはり管理職同士が話し合って進める

っていう組織体制づくりがないとなかなか進んでいかないと

ころもあるので、できたらいいかなというふうに感じました。 

 

それは御意見ということですね。 

ほかに何か資料の中で不明な点がございましたらどうぞ。 

 

全国１９自治体モデル地域の実践において、令和４年度はま

だ終わってませんけども、滋賀県では彦根市ということです

が、そこから何か見えてくる課題なり、或いは効果は現時点で

は把握されているのかどうか、ということが 1点と、これは課

題認識ということでお尋ねしたいんですが、小学校からよく小

１プロブレムとも言われますけれども、小学校側から見て就学

前施設に対して、こういうことをもっとやって欲しいと求める

ものが何か今、考えるものがあるのなら教えて欲しいのと、逆

に、就学前の幼保側から、小学校側がこういうことをやって欲

しいと、こういう繋がりを作って欲しいとかそういう求めるも

のが課題認識としてあるのならそれも教えて欲しいです。 

 

市長から小１プロブレムの話がありましたが、もう１０年以

上前から問題となっております。１０年前は、小学校に入って

子どもたちが座っていられないとか、集団行動がとれない、話

が聞けないということが問題から顕在化されました。それが生

活の中心、遊びが中心の就学前教育が小学校になっていきなり

学習になりますので、それが学級崩壊となったりとか、集団教

育の機能を果たせないということで小１プロブレムが問題に

なりました。小学校に入ってきた時にやはりしっかりと話が聞

けるとかというところは育んで欲しいというふうに思ってお

ります。幼児期の適切な時期に適切な刺激を与えていただい

て、働きかけていただくと、先ほど見えない教育がっていうこ

とで、氷山によく例えられますように、上に見えている部分は

小学校の教育、子どもの姿、氷山の下に隠れてる大きなこの土

台をしっかりと幼児教育で育んでいただいて、見える教育であ

る小学校以降で、培っていくものですので、この見えない氷山

のこの下の部分をしっかりと伸びしろというか、そういう土台

をしっかりと就学前で育んでいただいていくことがいいのか

なと。小学校としてはそのように思います。 
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今も小１プロブレムというのはあるんですか。 

 

２８年度以降構成、接続期プログラムができましたので、ほ

ぼ、ないというか減ってきているという現状かなというふうに

思います。 

 

就学前の方からでございますけれども、先ほど我孫子委員が

言っていただいたように、何かこうやってみたいっていう子ど

もの内発的な意欲とかやりたいっていうそういう気持ちとか

態度が育つように、やっぱりしていかないといけないかなって

いうふうに就学前でも思っておりまして、例えば絵画指導も就

学前ではやっておりますけれども、絵を描き続けるっていうの

は楽しくやっているのですけれども、そういったものは小学校

の黒板を見て筆記するのに繋がったり、あとは散歩などは体育

的なこともたくさんするんですけれども、それもですね、椅子

に座り続けられるというのは筋肉がしっかり整っていないと

それもできないということで、そういった意味でやらせるので

はなくて、子どもがやりたいというふうに思うように教育って

いうか保育を持っていくっていうことがすごく、就学前側とし

ては大事だと考えています。小学校の方に、お願いしたいのは

そういった就学前での学びがしっかりと土台にあって、そして

小学校に繋いでいっているっていうことと、また、小学校の１

年生は、発達的にまだもう少し幼児期が残っているので、接続

期の指導の中にもありますけれども、例えば手遊びを使ったり

歌を歌ったり、子どもが楽しんで話を聞けるような環境を整え

つつ授業を進めていくっていう、そういうお互いの授業とか保

育の改善がやっぱり接続期はすごく大事だと思いますので、そ

こら辺の抵抗がなくなると小１プロブレムにもダイレクトに

効いてくるのではないかというふうに考えています。 

 

このモデル地域の方は、まとめというか状況把握はまだでき

ていませんか。 

 

今年度モデル地域で、研究会をされたんですけれどもやはり

うちの草津市の課題と同じように、結びつきであるとか交流の

機会がどうしても少ないっていうのは課題として挙げられて

いまして、そこら辺は草津市の抱える課題と似ているのかなと

いうふうに思います。 
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ただ国で予算がついてまして、職員の配置があって、そうい

った幼児教育の専門的にやってきた職員とか、あと小学校の専

門的な職員が巡回をして、いろいろアドバイスをするっていう

ようなことは良い取組だと思っておりますので、そういう取組

は充実に向けていいのではないかと感じております。 

 

時間の都合もございますので、御質問はこの辺で終わらせて

いただきまして、意見交換の方に入らせていただきたいと思い

ます。 

これまでの事務局の説明と質疑応答の中で出てきましたこ

とも踏まえまして御意見等あればお願いいたします。 

 

保育教育が繋がるという資料をいただいておりますけども、

実際に体育とか音楽とか、そういったところは非常に繋がりや

すいんですが、算数とかは非常に繋がりづらいっていうのは、

印象として受けます。これは幼稚園とかで、もうされている幼

稚園とかはいいんですけども、実際なかなかそういうことはし

ない。それぞれ特色があると思いますので、国語は読み聞かせ

とかまだあったりしますけども、算数であったりっていうのを

どういうふうに幼保接続していくのか、やっぱり算数がちょっ

と苦手で小学校に入ると出てきます。そのあたりの接続も検討

していただけるとありがたいかなと思います。もちろんカリキ

ュラムとかそれぞれ問題あると思うんですけども。その辺、算

数も体育と同じ大きくとは言いませんが、やっぱりそういうふ

うな状況を作っていただける嬉しいなというふうには思って

います。 

今先生方が相互に見合うとかそういう話はあるんですけど

も、私は小学生と幼稚園児、保育園児たちも見合うじゃないで

すけども、もうちょっと交流する場があってもいいんじゃない

かなというふうに感じております。ただもう卒業したら終わり

とかじゃなくて、それぞれが交流をもっとできたりすると小学

校１年生になっても、実はお兄さんお姉さんだぞみたいなとこ

ろもあったりとかですね。そういうところもあると思います

し、逆に幼稚園もその小学生に対しての憧れみたいなのが、小

学校に行かせていただいて見させていただきますと、就学前の

健診の機会だけじゃなくて、あるといいのかなっていうのがあ

ります。そういう辺りを分断するんじゃなくて融和するよう

な、子どもたちがそれぞれに関わるような場を、できたら増や
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していただけるとよりいいのではないのかなと思います。 

 

就学前の子どもたちが小学校という新しい環境に行くので、

わくわくももちろんしていると思いますが、不安とかいろんな

感情を抱くと思うので、より成長して貰うのに接続の強化が重

要だというのは感じました。資料の中のアプローチカリキュラ

ムの多様性を育むの図書の写真の所で、中学生だと思いますが

幼児に本を読んであげている。そういうのが凄く良いなとこの

写真を見て思いました。やはり年上の子が幼い子を見る時にこ

の様にしてあげると良いだろうなとか、幼い子は、お兄さんお

姉さんの年上の子を見てこういうふうになりたい。逆にそこで

上下関係をそこで知ったりとか、関わりっていうのが、多分、

私の子どものときはまだもう少しあったと思いますが、きっと

コロナやいろんな社会情勢もあって少なくなってきているの

かと思うので、そういう機会が増えると先生方の負担が減ると

いうか、子どもたちが感じることで自分たちでやっていくとい

うところがあるのかなと思いますので、そういう機会を作って

いただけたらと思います。 

 

子ども同士の交流が話題になっておりますけれども、コロナ

になる前に、交流を小学校とさせてもらったときに、うちは小

さな園だったので給食体験とかをさせてもらったり、或いは小

学校へ行って学校探検みたいなのをさせていただいたり、或い

は３年生の授業の学校紹介しようという、電子黒板を使って小

学校はこういうとこですっていうのを園児たちが聞くという

のをやったのですけど、たった１日体験で子どもはすごい小学

校に親しみを覚えて自信がついてくる。幼稚園のときは家庭か

らの弁当だったので給食に抵抗があり野菜が食べられない。そ

ういうふうに思ってた子が、食べられたもう大丈夫だと。だか

らほんの些細なたった１回の経験が５歳の子にとって凄く大

きく、小学校に通うのが楽しみになったとか。そのように感じ

ましたので、この接続のいろいろな取組を通して、横の繋がり

もできるでしょうし、もしそうなっていろんな園が協力し合い

ながら小学校と今以上に繋がりが出来てくると子どもたちの

小学校への意欲とか楽しみとかが増えていくのではないかと

思います。 

 

今まで出てきていない形になると思いますが、保護者或いは
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地域との関わりをですね、この幼保小接続についてもね、巻き

込むというか、そういうような形で進めていただいたらどうか

なと。子どもも保護者も地域も、皆子どものために、子どもが

生きる力があり育っていくことを願っているという中でね。先

ほどちょっと、こども園の方はドキュメンテーションで何かこ

うアピールをしている。小学校の方も、ホームページ等を通じ

てそういう保護者向け地域向けにも情報発信をされてると思

うんですが、こういった接続プログラムをしっかりとやってる

んだと、それに対してまた何かそういう意見なり、願いなりと

いうのを把握するなり、或いは保護者自身もこういう形でそれ

に関わっていく、或いは地域の方々もこの接続に何か関わるこ

とがないかなというような問いもですね、一つ捉えた展開をし

て欲しいなと思います。 

 

市長がおっしゃったように特に縦割りのそういう活動って

いうのは、家庭も含めて地域でもすごく減ってきているんです

けども。学校園という中の限界論もあるかもわかりませんが、

そういう意味では、やっぱりその地域協働合校を今まで２０年

以上続けた中で、この地域でのそういうふうな受け皿というの

か、そういう機会を持っていただくというのも非常に大事じゃ

ないかなと。また小学校、幼稚園の区分けをしてるようなとこ

ろが私の地域でもありますけれども、そうじゃなくていろいろ

と協力し合いながらそういうふうな取組も今後やはり、あって

もいいんじゃないかなと。どうしても学校教育とか幼児教育と

いうときちっと分けてしまうので、その中のカリキュラムがま

た１からどのように組んでいくのかっていうのは難しいかも

しれませんけども、そういった地域の力もお借りをしていきた

いなというふうなことを、今のお話を聞かせてもらって思って

いました。 

それともう一つは今も接続期の研究会がありますが、情報共

有をして、ということなので、その次の情報共有をした後の改

善というか、少しＰＤＣＡサイクルになかなかまだ乗っかって

ないのかなと。共有はしたけれどではまたということで、それ

をまたもう一度１年後に持ってくるとかですね。そういったこ

とを進めていこうとするとやはり今ここで提案をしていただ

いたような、まずは中学校区なりの中で、そういった継続的な

振り返りが非常にこれから重要になっていくと思っています

ので、終わりじゃなくてこれはスタートということで、そうい
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った取組を是非お願いをしたいと思っています。 

 

はい、ありがとうございます。 

そうしましたらこれから新しい推進体制を構築をされると

いうことでございますので、今、市長はじめ皆様からいただき

ましたご意見も踏まえて、新たな体制で進めていただきたいな

というふうに思います。 

それでは第１部につきましてはこれで終了をさせていただ

きたいと思います。 

皆様ありがとうございました。 

 

第一部終了 

 

第二部 

 

それでは二つ目の議題でございます。 

近江湖南サンヤレ踊りのユネスコ無形文化遺産登録と今後

の継承についてということで担当課の歴史文化財課より説明

をさせていただきます。 

お願いします。 

 

歴史文化財課の岩間でございます。 

御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

まず、タイトルにさせていただきます近江湖南のサンヤレ踊

りでございますが、これは国の指定になった段階からの名称で

ございまして、のちほど少し出て参りますが草津のサンヤレ踊

りを含む栗東市の事例との合わせた名称でございます。 

本日の御説明は草津のサンヤレ踊りをいかにという視点で

させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

さて、草津のサンヤレ踊りでございますが、すでにご承知の

通り、市内の７地区で実施されている伝統芸能でございまし

て、矢倉・下笠・片岡・長束・志那・吉田・志那中の７地区に

伝承されております。矢倉・下笠以外は常盤の学区に集中して

いるという状況でございます。踊りにつきましては、これに伴

います囃子いわゆる楽曲にですね、「サンヤレサンヤレ」とい

うような言葉が入っているというのが一番の特色でございま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。それから、この踊りが、風流踊の系譜を引くというふうに

言われておりまして、これが室町時代後期に京都ではやったと

いうものでありますことから、非常に歴史のあるものを引き継

ぐというところが重要になりまして、のちほど出て参ります

が、このたび昨年の１１月に風流踊にあたります全国の４１の

事例がユネスコの無形文化遺産に指定されたところでござい

ます。 

風流というのは一体どういうものかということを申し上げ

ますと、意味といたしましては、非常に華やかとか人目を引く

とかいうような精神を体現したものと言われておりまして、実

際には笛ですとか、歌ですとか、太鼓ですとか、鉦こういった

物で囃し立てて踊るというようなものが風流踊にあたります。

風流踊りの意図が疫病退散を願うものでございます。そのた

め、現在でも各村におきまして、このサンヤレ踊りを行うとき

には村中を練り歩きまして、その悪霊を退散させるというよう

なことがおこなわれます。また、本市におきましては、各農村

で伝承されて参りましたので、五穀豊穣を願うような農村儀礼

として長年引き継がれてきたところでございます。 

このスライドに写っておりますのは、下笠の一場面でござい

ます。 

続きまして、サンヤレ踊りでございますが、全てが５月３日

に行われるようになっておりますので、全てをなかなか一緒に

ご覧いただくことが難しいかと存じます。それぞれの特色につ

いて簡単に御説明申し上げて引き続き、動画の映像でもちまし

て、それを御確認いただきたいというふうに考えております。 

まず、共通点といたしましては、歌にサンヤレサンヤレとい

うような囃子言葉が入っていること、それから笛、太鼓の囃子

で踊るということでございます。特色でございますが、矢倉地

区は特に居住組と言われる限られた人々で伝承しておられま

す。大人の人は裃を着てそれから囃子はリズミカルであるとい

うところが他地区との違いかというふうに思います。 

次に下笠でございますが、非常に総勢が多く、役者の衣装も

豪華でございますので、取材等で取り上げられるところが、多

い地区でございます。それから実際に疫病退散のために町内を

回られるこの巡行先も多く、夕方まで踊って夕方には随分お子

さんを含め疲れておられるような状況でございます。 

次に片岡でございますが、青年層はシンプルな法被を着てて

おられます。一方太鼓打ちの子どもが柄物の非常に綺麗な衣装



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で踊っておられます。 

長束でございますが町内が小規模でございますので、町内総

出で対応しておられるというのが特色でございます。かつては

獅子舞に使われる獅子頭が踊りに登場するというのも特色で

ございました。 

次に志那地区でございますが、青年層が中心に踊りに参加さ

れます。これまでの部分は子どもが出る場合が多かったんです

けれども、下の三つにつきましては青年層が中心になっておら

れる場合が多くなっております。白い法被ではございますが、

法被の袖の裏のところに非常に大きな豪華な絵柄が入ってい

るという特色も１つございます。 

次に吉田でございますが、役者はやはり青年層でございます

が、ここは何といっても同じ時期に満開を迎えます藤との共演

これが非常に楽しみな点でございます。 

それから、最後に志那中でございますが、所望といういわゆ

るアンコールのような声かけがなされます。そうしますと、ア

ンコールを何回も何回もアンコールされるものですから早く

終えないといけないということで、それがどんどんテンポアッ

プいたして参りますのが見どころと思います。これは他の志那

とか吉田でも行われるんですけども、小さな子どもではなく、

青年層が中心になっていう意味で勇壮な動きがあるというの

が特色かと思います。またここでは兜の武者が巡行するという

のも特色でございます。 

登録の経緯と問題点について取り急ぎながら御説明申し上

げます。 

登録の経緯でございますがこれまで平成５年に国の選択無

形民俗文化財でございましたものが、平成３０年には日本遺産

になり、それから令和２年には国の重要無形文化財なり、さら

には、昨年１１月にはこれがユネスコ無形文化遺産になり近年

どんどんと指定がランクアップしていたという状況でござい

ます。国のユネスコ無形文化遺産というものでございますが、

いわゆる世界遺産というのが姫路城ですとか古墳群ですとか

で有名でございますが、それとは一定条約が異なりまして、無

形の文化遺産を伝えていこうというものでございます。日本で

は一番下に書いてございますように、能楽ですとか来訪神です

とか、建築の技ですとかこういったものが指定されている枠組

みの中にございます。 

一番問題点となっておりますのがやはり後継者不足でござ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。どの地区も指導者の高齢化、それから踊る役者の部活

や受験による忙しさなどからくる不足でございます。それぞれ

の地区が若干違った課題を抱えておりまして、矢倉では居住組

は親類まで参加者の幅を広げたり、或いは下笠では各町１１町

あるんですけれども、それで割り当てておられる関係で余計に

後継者が選出しにくくなったり、さらには片岡では中学生が多

忙なために、年齢を小学生に下げて対応されたり、長束におき

ましては転入者に声をかけられる。さらに志那町におきまして

は、こちらが実は近年活性化されているんですけれども、世帯

を回り機運醸成されておられます。それから、吉田におきまし

ては、経験した保護者がおられるところは非常に活発だという

ことで参加してもらったり、志那中におきましても、子供会と

協議して小学生が参加される。或いは、部活を欠席してもいい

かというような交渉を学校とされたりという御苦労をなされ

ているという状況がございます。 

続きまして、今後の保存と活用に向けてでございますが、こ

の風流のユネスコへの評価でございますが、これが年齢や性別

に関係なく地域社会で帰属意識を高めて、結束力を高める効果

があるという社会的な効果も評価されたところでございます。

また、各地域に継承されている人々のモチベーションの維持に

も寄与しているというところでございます。 

また、無形文化遺産の変容につきましては、どうしても文化

遺産の場合は併用されていくわけでございますが、ここが誰で

も後継者になれるかというと、そこが難しいところでございま

して文化財としての明確な取り決めはございません。外部から

の参加を柔軟にした事例もございますが、各地域の方々に直接

お話を伺っておりますと、なかなか外部からの参加は難しいと

いうようなお声もいただいているところでございます。無形文

化遺産を今後活用していこうと思いますと、その存続につきま

しては、地域づくり或いは誇り、市民への啓発、学校での教育、

観光活用をすることによりまして、見学者の方々を呼びまし

て、それをまたモチベーションにしていくというようなことが

必要になるというふうに考えております。保存継承や活用に向

けましては、行政や地域、保存会がとるべき方策につきまして

どういったものであるのか。今後の課題として、考えていかな

ければならないところでございます。 

御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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はい、ありがとうございました。 

そうしましたら先ほどと同様に、まずは御質問の時間を設け

させていただいてその後に意見交換というふうにさせていた

だきたいと思います。 

ではただいまの説明に御質問等がございましたらよろしく

お願いします。 

 

ユネスコ無形文化遺産登録もされたということで、世界に認

められた芸を後世に伝えていかなければならない意識が高ま

ることを期待していますが、そういった中で課題としては後継

者不足ということで、指導者の高齢化であるとか子どもたちを

どう参加させるかというようなところが、このキーというか、

それが必要であるなというところだと思いますが、そのための

取組として何かそれぞれの地域でやられていることと、それか

ら全国でも同じような課題があろうかと思うのですが、何か全

国での成功事例というものを把握しているのであれば教えて

欲しいのと、市民への啓発とか学校での教育とか観光の活用に

ついて既にやられていること、或いは、今後新たに展開をして

いこうと考えていることがあれば、教えて欲しいです。 

 

まず、お尋ねいただきました全国の事例でございますが、ぴ

ったりとくるものがなかなかあるかというとそうではござい

ませんが、全国には本当に子どもがいないという事例がたくさ

んございまして山村などを廃村に追われるというようなとこ

ろもございまして、それに比べると本市の場合は子どもがいな

いというよりかはいかに人を出す、出てもらうかというところ

が重要なポイントになってくるかと思いますので、それを志那

地区のように町内の雰囲気を変えることによって参加させる

ような成功事例がございます。また、近隣の町におきましては、

町内以外のところに声をかけて、閉鎖的な民族組織にある性格

を変えて、外部からの参加を得ておられるという事例が例えば

守山の事例ではございます。勝部の火祭り等そのように聞いて

おります。 

また、一方、観光ですとか学校等での活用事例につきまして

は、私どもが観光物産協会の方と協力して、バスで巡る様なこ

とを以前企画させていただきまして、その後はコロナでずっと

踊り自体が出されていないわけですけれども、といった事例が

ございます。 
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それから、学校の方では出前授業が各地で行われておりまし

て、団体の方が学校に出向いていただいて、実演もされるお話

もされるそれから継承の御苦労話もされるというようなこと

が出ております。それは該当の小学校に出向かれる事例もござ

いますが、昨年度あたりからは、例えば下笠さんが老上西小学

校に出られるとか、いうような形で広まりを出てきているとも

事実でございます。また、小学校等に向けまして、５月３日や

５月５日の地域の行事に参加するようにというようなことを

学校通じて発信していただいているという現状もございます

し、さらには副読本を通しまして、この地域の伝承、学習の時

間をおつくりいただいたりというような事例といいますか副

読本の改正をし、今後の対策としてそういったものを計画いた

だいております。 

また、私どもの方ではかつては立命館大学等の学生さんに向

けまして、手伝っていただけるかというような話をしたとき

に、その後実はコロナでできなかったんですけども、各地域の

方は、自分のところの地域しかなかなかできないとおっしゃる

一方で、そういった方が入ってくれれば活性化になるのでメイ

ンの部分ではないですけれども、いろんな形で側面からお手伝

いいただけると活性化になるというようなご意見をいただい

ておりますので、町の方の御意見を聞きながらもし、よろしけ

ればという形でそういった方向も展開していくべきかなとい

うふうに考えているところでございます。 

 

今の説明の中で、小学校分は幾つかのところへ出前で実演を

しているのはいつ頃からやられているのか、それによって子ど

もが参加することが増えたとか、確保がしやすくなったとか、

何か効果はどうだったのか把握していたら教えてください。 

 

年数とか人数の効果を直接的に数字で把握しているわけで

はございませんが、実際にユネスコの指定になったことで、そ

ういったものを学ぼうという学校さんが増えていただいたり、

或いはサンヤレだけではございませんけれども、特に渋川にも

伝統の花踊りが伝承されておりますけれども、こちらの方では

まちづくり協議会との連携によって存続のための啓発事業を

進められて、実際に子どもが参加されるようになったり、また

従来は写真出ておりますように男性ばかりが参加する祭りで

ございましたが、近年は女の子を取り入れるというような地域
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の事例が出てきたり、という意味で間接的な効果が出てきてい

ると考えております。 

 

いつぐらいからですか。 

 

年数は把握しておりませんけれども、先ほど申しました実は

渋川の方が長くて、実際にサンヤレ等は５～６年とかになるの

ではないかというふうに思っております。 

 

他に御質問がございましたら、お願いします。 

 

サンヤレのある地域のところで、中学校の部活としてサンヤ

レ踊部とかね。そういうのがあったりとか、今後検討とされた

らどうでしょうかっていうのが 1点ですね。地域移行とかいろ

んな話があるわけですけども、どうでしょうか。 

 

それはそういった盛り上がりが出て参りましたら大変あり

がたいことではあると思うんですけれども、現状を考えます

と、部活動の他のスポーツというのは盛んに行われております

し、そこでの試合或いはレギュラー取りの日に合致すると、な

かなか御参加いただけないという状況でございまして、そこに

一定、別の部活という形で、そういったものが行われるという

ことは非常にすばらしいことかと思いますので、当課といたし

ましては、可能であればそういう啓発の機会を設けさせていた

だければありがたいなというふうには思います。 

 

今、地域の方々は、サポーターとしてはいろいろと入ってく

れると学生も含めて嬉しいと。一方で出演者の方については、

今の決まった方々でいきたいという思いでおられるというふ

うに私はお見受けしたのですが、もし出演者が今後地域によっ

ては減っていくっていうことも十分に考えられるかなと思い

ますから、その時は幕引きをしたいのか、それともやっぱり継

続していただきたいと地域の方々は考えておるのかどちらな

のでしょうか。 

 

これも大変難しいところで、文化財としての後継者はその土

地の方でないといけないというのはないというふうに先ほど

申し上げましたけれど、もともと、その村の災害を退散し、そ
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の村の安泰を願うという意味でやってこられたものであるこ

とを考えますと、人が少なくなっていきそこへ例えば市の方か

ら人をそこへ援助へ差し出ていくというような場合が非常に

多くなりますと、もともとの文化財としての意味といいますか

そこが損なわれる可能性もありつつ、とはいえ文化財としてそ

れが消えてしまっていいのかっていうことを考えますと、それ

は文化を継承するために例えば７地区が連携したりとか、或い

は本市の方でも一定の記録映像があるわけですけれども、そう

いったもので地区の方にできるだけ継承していただくように

したりとか、なくなってしまってもいいということではなし

に、何とか存続いただけるような、学生さんもそうですけれど

も、手伝っていただいたりとか、いうような手法は検討したい

なというふうに思います。 

 

地域の方が実際に自分たちでなければ、やっぱり嫌と思われ

てるのかどうかお伺いしたかった。 

 

失礼いたしました。今のところは、そういうふうに閉鎖的と

までは申しませんが、自分たちで頑張ってやるというふうに考

えておられるところが多いというのが実態でございまして、ま

さに今回ユネスコになりまして、いろいろな啓発事業を考えて

いただいてるところでございますが、今までもうやっていくの

で大変だっていうふうにおっしゃっておられたところも含め

まして、今、共通の半纏を作ってユネスコと書いて啓発してい

こうというようなことを前向きにお考えいただいたりとか、い

うような機運は出てきておりますので、まずは地域で存続いた

だき、というのが第一かなというふうに考えております。 

 

他いかがでしょうか。 

 

今現況は７つの地域それぞれで、例えば後継者のことを考え

たり、役者のことを考えたりしていて、地域で何か存続するた

めにっていう連携して会議を持ったりとかいうのは今現在は

ないということですか。 

 

保存の連合会がございまして、国の指定になる前にそういう

集まりを市の声掛けでございましたけれども、議員等からも声

掛けいただきまして、集まることになりましたのでお話はして
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いただいてますし、先ほど例えば志那の方で活発になってきた

というふうに申し上げましたけれども、そちらの方でどの様に

されているのかとお話を、実際見に行かれたりとか、いうよう

なことが出てきております。定期的な会議とともに、そういっ

た横の繋がりも持っていただくというような機会が出てきて

いるのは事実でございますし、それぞれの村で先ほど見ていた

だきましたように伝統は違うものですから、言葉難しいですが

入り乱れた伝承というのは難しいかもしれませんけれども、同

じものを継承していくという、同じ歴史性にあるものを継承し

ていくという意味では、それぞれの方が協力し合い、意見を求

め合ったりしていただいているという場は、一定できてきては

おります。 

 

ほかに、御質問はありますでしょうか。 

 

今、市とか行政の方に、サンヤレ踊りを継承していくにあた

って。こういうことをして欲しいということは、各地域から何

か意見とかお願い等があったりするのでしょうか。 

 

はい、ございます。 

直接的に各地区の方にお伺いしますと、他の団体からとか地

区外の方が後継者になるのは難しいであろうという御意見が

ある一方で、例えば一定の補助金を交付させていただいており

ますように、例えばこの祭りをやっていくいただくには、非常

に多く伝統的な綺麗な衣装を着て、それをまた多額のクリーニ

ングをかけながら、継承しておられますのでそういったところ

を市が補助をしていくとか、そういった御要望等はございます

し、それに対応して補助金の交付をさせていただいたりとかす

る、側面からの補助はさせていただいているところでございま

す。 

 

後継者不足に対しての何か市に対しての要望とかですかね。 

 

そうですね議会からもそういった御意見をいただくことも

ございますし。対応といたしましては、直接の後継者になって

入ってくるのは難しいけれども、間接的な援助、学生さんの援

助、そういったものは歓迎するというような団体様が多いよう

に思います。 



 

教育長 

 

 

 

 

 

歴史文化財課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

歴史文化財課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

そうするとまだ地域では、危機的な状況ではないと。過疎化

が進んで子どもがいないとか、そういうところまでではないけ

れども、なかなか参加してくれる子どもたちも含めて、親世代

というのか、親が送り出してくれないとかですね。そういうと

ころが一番の課題だということでいいんですかね。 

 

全国の事例を見ますと、実際に先ほども申し上げました山村

等では子どもが少なくなって、隣村の手助けを受けるようにな

り、さらに少なくなってさらに隣村といいますか町全体で存続

するとかいう事例は実際あるようでございます。そう思います

と本市の場合は、今子どもさんがいらっしゃらないかという

と、全然いらっしゃらないわけではないということを思います

と、おっしゃっていただきましたように大変な御苦労なされて

おられます。御出演のために、指導者の方が交渉に御苦労なさ

れておりますけれども、最終的な危機というところまで、本市

におきましてはまだ何とか御尽力いただくおかげで、継続はで

きているのかなというふうに感じております。 

 

それともう１点、後継者不足の指導者、後継者不足というの

があるんですけども。何かそこ、今ので見るとそれぞれ踊り方

が違うので、映像か何かどういうのかな、保存に対しての記録、

書物であったりとか、今の映像も一つかもしれませんが、そう

いうところで指導者の養成をされているとかそんな事例はな

いのでしょうか。 

 

そういう意見はございます。ただ、平成１７年ぐらいに一旦

詳細な報告書と映像を作っておりますことや、一昨年そういっ

たものをもとにコロナで実際できない中でありましたので、ユ

ーチューブで映像を見ていただけるようにしたりとか、そうい

うことをしてきておりますので、そういった方面での御要望に

お答えしている状況にはございます。 

 

書類なり映像なりでしっかりと保存ができて、やはりそうな

るとどう機運を高めていくのかというのが一番の課題である

かなというふうに思いますね。もうすぐ５月ですが観光等との

連携などがコロナで一旦中止になってましたが、今年の予定等

は既にスタートしているのでしょうか。 
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サンヤレ踊りそのものにつきましては、長束地区につきまし

ては３年に１回と元々決まっておりますので今年度実施はご

ざいませんが、それ以外の地区につきましては今年度は３年ぶ

りに、実施されるという予定でございます。このサンヤレユネ

スコ登録を機に宿場まつりにおいて、御出演いただいて直前の

啓発をしていただいたりとか、あと観光協会の方ではバスツア

ーの方に見学を組込むというような形の計画をしていただい

たりとかしております。 

 

それでは意見交換に移りたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

今聞いてますと、子どもが全くいなくなったという話ではな

くて、あくまで各地域の中で参加者が少なくなってきたという

ところなのかなと思いますが、その辺をどう盛り上げていくの

かということだと思いますので、そういった観点も含めまして

御意見をいただければなというふうに思います。 

 

ユネスコ無形文化遺産登録がされましたと聞いて、草津のサ

ンヤレ踊りがいろいろな地域にあるのを知りまして、しかも地

域で踊が違うとか、地域の特色があるのを知りました。私の両

親にもこういうのがあるのを知っていたかと聞きましたら両

親とも知らなかったです。家族共々、勉強不足で申し訳ない感

じなのですが、ただやっぱりこれだけで歴史があるものがここ

まで続いてきているものなので、いろいろな人に知って頂きた

いなというのがありますし、続けてもらいたいなと思います。

宿場まつりなどでされているとか、学校の授業でされているの

があると思いますので、まず継続していただいて、されている

方が誇りを持ってもらえるようになったら、参加していただけ

る方、見ていただける方が増えると思うのでそういったところ

を続けていってもらえたらいいなと思いました。以上です。 

 

各地域でいろいろ御苦労されて、例えば中学生だったのを小

学校５年以上にされたとか、やはり今、自分の地域でできるこ

とを少しずつやっていってもらう中で、先ほど言ったように７

つの地域が連携してこういうのがすごい効果があるよとか、こ

ういうふうにして参加要請にいくと機運が変わったとかを連

携しながらできることを増やしてやっていっていただけたら
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なと。また今年は特に文化遺産登録っていうので、今まで知ら

なかった方も、草津でこういった歴史的なものがあると知るき

っかけになったと思いますので、そのような働きを今まで以上

にやっていただけたらと思います。 

 

学校とかでできることといたしまして試合とか公式戦とか

しょうがないものだと思いますけども、それ以外の中学校区で

あるとか、そういうところであればですね、それ以外の試合と

かできる限り出ない様にしていただいて、この日は出来ればサ

ンヤレ踊りを見にいこうとかにしていただければ。勿論ゴール

デンウィークに重なってますから、それぞれ御家庭の事情もい

ろいろあると思いますけども何かそういうふうなことで、機運

を高めていただくのがまずいいのかなというふうには非常に

感じました。先生方とはこれから地域移行とかなると、よりで

すね５月３日のあり方とか、それぞれあると思いますけどもそ

ういうあたりですねできる限り配慮いただけるのであれば、文

化遺産としての配慮をしていただきたいなというふうに感じ

ました。 

その上ですけどもやはり地域の方々、皆さんがもともとの帰

属意識があると思いますのでその思いをまず大事にしていた

だきたいなというふうには感じております。もちろんですね、

観光資源としても重要でありますし、様々重要なんですが、モ

チベーションの維持って話がありましたがやはり、押し付けら

れるのではなく自分たちの思いで続けていきたいという思い

がまず一番だと思いますので、そのあたりも地域の方々に無理

がないようにお願いしたいなというふうに思います。その上で

大学生とかも含めてのサポートというところに関してですけ

ども、これ学生も多分２種類いて、踊りたいという思いの者も

います。その者からすればとりあえず手伝ってくれたらいいと

いう話だったら、辞めておく者が多分多いと思いますので、そ

のあたり地域の方々もどういう思いで参加して欲しいのかっ

ていうことであったりとか、無理にっていうところではないな

らば学生たちにそのように伝えないといけない。情報としてだ

けサンヤレ踊りのボランティア募集ですと地域にきたら、いや

別に来てくれなくてもみたいな話とか、来たかったら来たらい

いって話だと、やっぱりどうしてもそれぞれのテンションが変

わってくるというふうに思います。本学の立命館の方でも例え

ば京都でよく祭りに参加しているのですが、例えば時代祭りと
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かですね、アルバイトでも京都で京大とか含めて、様々な学生

が参加したりとかそういうのがあります。この間はアーカイブ

を作らせていただいたりとかしました。例えば折り畳み方と

か、いろんなもの含めて時代祭りの衣装とかのアーカイブを作

ったりとかもできましたし、そういうところに何か必要なもの

であるということであれば、こういうとこをして欲しいってい

うところ含めてお声掛けいただけると、学生たちも参加したり

とか手伝いやすいのかなというふうに思います。無理のない範

囲でそういう声掛けいただけたらと学生を送り出す側として

は感じました。以上です。 

 

それでは、教育長お願いします。 

 

私も一地域の人間ですけど、昔からやってることは何かその

昔からやってるということで特別な感じがなく、評価をしてな

いという。もうやり続けてるだけでということで、そういう意

味では外の方からいろんな評価をしていただけるというのは、

非常にありがたいのかなと。第三者の皆さんがこれすごいね

と、ユネスコ認定されているすごい祭りですねっていうふうな

ことは非常にやりがいに繋がってくる源ではないのかなあと。

それから先ほどおっしゃってたような誇りに繋がるモチベー

ションに繋がっていくとか、いうふうな部分がありますので、

まずは行政というか、そこからの盛り上げを我々でもしっかり

やっていかなければならないと思います。また地域の方々もそ

ういうことに後押しされて機運が高まっていくという中で、森

委員がおっしゃったように、７つの地域の連携というのね、何

か交流会していただくとか、役員さんじゃなくって踊っている

方々と一度交流会とか、何かこんなところを工夫しているよみ

たいな部分とかね、より多く交流をしてもらう。特に常盤学区

であれば、常盤学区は非常に近い地域にもありますのでね。な

んかそういうふうな中で、本当に地域の宝だというふうなもの

をどうして守っていくのだというふうな、皆さんの地域の誇り

に繋がるような、機運の醸成というのかそれが非常に大事かな

と。外との御支援についてはやっぱり小辻委員さんがおっしゃ

ったように、うまくマッチングしないと、という部分がありま

すので、そのあたりは徐々にですね、いろんなニーズもお聞き

をしながら、どういうところでマッチングできるかっていうの

も、やっぱりこれは少し先になるのかなと私は思っていますけ
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ども。お聞きしながらまずはやはり外の盛り上げと内なるモチ

ベーションをどういうふうに高めていくのかというふうなと

ころの２点になってくるのかなというふうなことで、コロナも

ウィズコロナの時代になっていきますので、この機会をとらえ

て地域の方々ともしっかりと勉強しながら、やらせていただく

ちょうどいいタイミングじゃないかなというふうに思いまし

たのでこれからも取組をさせていただきたいなと思っており

ます。以上です。 

 

それでは市長まとめをお願いいたします。 

 

ユネスコ登録の機会に、アピールをもっとすることで観光客

の方々にもたくさん市民の方々にも見てもらうことが地域の

参加者のモチベーションが高まる、或いは参加意欲が高まると

いうことにつなげていくことが一つと。 

それと、この保存会というのは、だいたい町単位ということ

になっているのですけれどもそこでのいろいろな御努力で、存

続していっていただいているのですが、町単位通しての取組は

大事にしていくものの、やはりこの学区ですね、例えば小学校

で出前をしたらその小学校というふうな学区単位になるので、

町民以外の子どもたちも参加したいとかなったときにどうす

るかとか、まちづくり協議会との連携とか関わりとか、いうよ

うなところも今後の展開の中では視野に入れてもらったらど

うかなと。そこからの参加も出来るような形が何か取れたら、

さらに課題を解決に繋がるのではないか。町の伝統を守るとい

うとの兼ね合いというのも非常にこれまで受継がれてきたこ

とを大切にしないといけませんので、少し緩やかな形でそうい

ったところまでまたさらに広げていくとかということも検討

してもらったらどうかなと思います。 

 

それぞれの地域、それぞれご事情がございますので、その辺

は丁寧に御意見を聞きながら、事務局としてもですね、今いた

だきましたような御提案も含めて、何かしらの方法を探ってい

きたいというふうに思っておりますので今後ともよろしくお

願いいたします。 

それでは以上で第一部、第二部は終了ということで、最後に

市長より閉会の言葉をいただきたいと思います。 

 



市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、皆様方から貴重な御意見をいただきまして誠にあり

がとうございました。 

今後も全国に誇れる草津の教育或いは文化の取組のために、

このような場で意見交換をおこなっていければと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上で、令和４年度第２回草津市総合教育会議を閉会いたし

ます。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 

閉会 午前１１時５５分 

 


